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令和８年度訪日教育旅行受入調整等業務委託に関する企画提案書作成要領

１ 企画提案書の種類等

企画提案書として、下表の書類を作成してください。

※１～７の紙媒体及び電子データを提出してください。

電子データ提出先：kankou3@pref.shizuoka.lg.jp

※企画提案書はＡ４縦サイズとし、片面を１頁とします。

必要に応じて、Ａ３（縦横問わず。）を使用できますが、Ａ４縦サイズに

折って、企画提案書に綴じてください。

※１０．５ポイント以上のフォントで作成してください。

２ 企画提案のポイント

（１）受入調整業務

・訪日教育旅行における各国の特性や課題について整理し、受入の対応方

法について記載すること。

・業務を実施する者すべてについて、各者の役割分担、全体の体制が分か

るよう図表等により説明すること。

・仕様書を参考に、全委託期間中の業務実施スケジュールを作成すること。

（２）JNTO主催の訪日教育旅行誘致に係る台湾へのプロモーション業務

○台湾教育関係者向けファムトリップの実施

・令和８年度訪日教育旅行受入調整等業務委託仕様書を参考に提案するこ

と。

（３）予定技術者の経験（様式１）

・配置予定の調整業務実施者に係る経験を記載すること。

名称 提出部数

１ 業務企画書
正本１部

データ：一式

２ 業務実施体制
正本１部

データ：一式

３ 業務実施スケジュール
正本１部

データ：一式

４ 予定技術者の経験（様式１）
正本１部

データ：一式

５ 委託業務見積書（様式２）
正本１部

データ：一式

６ 宣誓書（様式３）
正本１部

データ：一式

７ 法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
正本１部

データ：一式
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・業務実績欄は、訪日教育旅行受入に関連する実績を記載すること。

（４）委託業務見積書（様式２）

・令和８年度訪日教育旅行受入調整等業務委託仕様書を参考に、項目毎の

費用を明示すること。

（５）宣誓書（様式３）

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない旨を宣誓すること。

３ 業務量の目安

契約価格の限度額は、12,800,000 円以内（消費税及び地方消費税込み）と

する。消費税及び地方消費税は 10％とする。
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様式１

予定技術者の経験

調整業務実施者 氏名： 年齢：

所属・役職：

職歴、業務履歴

業務実績
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様式２

委託業務見積書

令和 年 月 日

静岡県知事 鈴木康友 様

（申込者）

住 所

会 社 名

代表者職名

氏 名

令和８年度訪日教育旅行受入調整等業務委託事業について、次のとおり見積いたします。

１ 見積金額

金 円也

（内消費税及び地方消費税相当額 円）

２ 見積項目（内訳書）

※ 人件費、旅費、通訳関連費、交流関連費、諸経費等を記載してください。

別添とする場合は、別添のとおりと記載してください。

費目 金額（円） 算出根拠

消費税及び地方消費税(10%)

計
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様式３

令和 年 月 日

宣 誓 書

所在地

法人名

代表者名

当法人は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと

を宣誓します。

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）167 条の 4

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に

当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させる

ことができない。

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこ

とができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい

ても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を

契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。


